
目

次

監
査
委
員
公
表

△

広
島
県
職
員
措
置
請
求
に
係
る
監
査
の
結
果

一

監監監

査査査

委委委

員員員

公公公

表表表

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
原
市

宮
浦
五
丁
目
十
七
番
二
十
五
号
、
水
田

敏
宏
の
請
求
に
係
る
監
査
を
次
の
と
お
り
執
行
し
た
の
で
、
同

規
定
に
よ
り
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
二
十
一
日

広
島
県
監
査
委
員

坪

川�
巳

同

田

辺

直

史

同�
橋

義

則

同

近

光

章

広
島
県
職
員
措
置
請
求
に
係
る
監
査
の
結
果

地
方
自
治
法
(昭
和

22年
法
律
第

67号

。以
下
｢法
｣
と
い
う

。)
第

242条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り�
広

島
県
職
員
措
置
請
求
に
つ
い
て�

次
の
と
お
り
監
査
を
執
行
し
た

。

平
成

19年
２
月

21日

広
島
県
監
査
委
員

坪
川�

巳

同
田

辺
直

史

同�
橋

義
則

同
近

光
章

第
１

監
査
の
請
求

１
請
求
人

三
原
市
宮
浦
五
丁
目

17番
25号

水
田

敏
宏

２
請
求
書
の
受
付
日

平
成

18年
12月

26日

３
請
求
の
要
旨

広
島
県
立
広
島
北
養
護
学
校
長
は�

2006年
５
月

24日
か
ら

25日
の
１
泊
２
日
で
｢第

59回
全
国
高

等
学
校
長
会
(東
京
都
)｣
へ
公
務
出
張
し�

出
張
旅
費

52,224円
を
受
領
し
た

。

さ
ら
に
同
校
長
は
同
年
６
月

19日
か
ら

22日
に
行
わ
れ
た
｢平
成

18年
度
(第

43回
)
全
国
特
殊
学

校
長
研
究
大
会
(東
京
都
)｣
へ
も
３
泊
４
日
で
公
務
出
張
し�

出
張
旅
費

82,986円
を
受
領
し
て
い

る

。｢第
59回

全
国
高
等
学
校
長
会
｣
へ
は�

70名
の
広
島
県
立
学
校
長
が
参
加
し
て
い
る
が�

同
校
長

以
外
は
す
べ
て
高
等
学
校
長
で�

他
の
盲
・
ろ
う
・
養
護
学
校
長
は
誰
も
参
加
し
て
い
な
い

。

養
護
学
校
長
で
あ
る
同
校
長
は�

全
国
の
盲
・
ろ
う
・
養
護
学
校
長
を
対
象
と
し
た
｢平
成

18年
度

全
国
特
殊
学
校
長
研
究
大
会
｣
へ
参
加
し
て
い
る
の
だ
か
ら�

高
等
学
校
長
が
参
加
す
る
｢第

59回
全

国
高
等
学
校
長
会
｣
へ
敢
え
て
参
加
す
る
必
要
性
は
な
い

。ま
た�

同
校
長
の
復
命
書
の
記
述
を
見
て

も�
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
が
あ
る
と
は
思
え
な
い

。

毎
年
の
よ
う
に
旅
費
予
算
が
減
額
さ
れ�

学
校
現
場
で
遣
え
る
十
分
な
出
張
旅
費
が
な
い
状
況
で�

２
つ
の
｢全
国
校
長
会
｣
へ
参
加
し
て
何
日
も
学
校
を
空
け�

さ
ら
に
多
額
の
旅
費
を
遣
う
こ
と
は
県

費
の
浪
費
に
あ
た
る
と
考
え
る

。

ま
た
近
年�

同
校
長
を
含
む
県
立
学
校
長
は
｢旅
費
が
足
り
な
い
｣
こ
と
を
理
由
に
教
職
員
の
出
張

を
厳
し
く
制
限
し
て
い
る

。そ
の
た
め�

教
員
が
｢生
徒
引
率
を
『年
休
』
を
取
得
し
て
行
っ
た
｣
と

い
う
こ
と
も
起
き
て
お
り�

校
長
だ
け
が
無
制
限
に
出
張
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
り�

校
長
は
限
ら
れ

た
旅
費
の
使
途
に
つ
い
て
率
先
し
て
｢無
駄
遣
い
｣
を
し
な
い
よ
う
努
め
る
義
務
が
あ
る
と
考
え
る

。

同
校
長
は�

出
席
す
る
必
要
の
な
い
会
議
に
出
席
し�

多
額
の
県
費
(出
張
旅
費
)
を
浪
費
し
て
広

島
県
に
損
害
を
与
え
て
い
る
の
で�

出
張
を
取
り
消
し
旅
費
を
返
金
す
る
よ
う
に
求
め
る

。

４
請
求
の
要
件
審
査

法
第

242条
に
定
め
る
住
民
監
査
請
求
は�
普
通
地
方
公
共
団
体
の
執
行
機
関
又
は
職
員
に
つ
い
て�

違
法
若
し
く
は
不
当
な
公
金
の
支
出�

財
産
の
取
得�

契
約
の
締
結
等
の
財
務
会
計
上
の
行
為
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き�

又
は
違
法
若
し
く
は
不
当
に
公
金
の
賦
課
若
し
く
は
徴
収
若
し
く
は
財
産
の
管

理
を
怠
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は�

当
該
行
為
の
防
止�

是
正
若
し
く
は
当
該
団
体
の
被
っ
た

損
害
の
補
て
ん
等
を
図
る
た
め
に�

当
該
団
体
の
住
民
が
監
査
及
び
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
請

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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求
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る

。

本
件
請
求
は�

広
島
北
養
護
学
校
長
の
｢第

59回
全
国
高
等
学
校
長
協
会
総
会
・
研
究
協
議
会
(東

京
)｣
出
席
に
係
る
旅
費
支
出
に
つ
い
て
の
措
置
請
求
で
あ
り�

法
第

242条
所
定
の
要
件
を
具
備
し
て

い
る
も
の
と
認
め
た

。

５
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述

法
第

242条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き�

請
求
人
に
対
し
て
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
の
機
会
を
与
え

た
と
こ
ろ�
平
成

19年
１
月

17日
に�
追
加
資
料
(補
足
資
料
)
の
提
出
が
あ
り�
平
成

19年
１
月

19

日
に
請
求
人
の
陳
述
の
聴
取
を
行
っ
た

。ま
た�

陳
述
の
際�

法
第

242条
第
７
項
の
規
定
に
基
づ
き

教
育
委
員
会
事
務
局
を
立
合
わ
せ
た

。

第
２

監
査
の
実
施

１
監
査
対
象
事
項

請
求
人
は�

｢旅
費
予
算
が
不
足
す
る
状
況
の
中
で�

養
護
学
校
長
を
対
象
と
し
た
『平
成

18年
度

全
国
特
殊
学
校
長
研
究
大
会
』
へ
参
加
す
る
広
島
北
養
護
学
校
長
は�

高
等
学
校
長
が
参
加
す
る
『第

59回
全
国
高
等
学
校
長
会
』
へ
敢
え
て
参
加
す
る
必
要
性
は
な
い

。｣
と
主
張
す
る
が�

住
民
監
査
請

求
は�

違
法
・
不
当
な
個
々
具
体
の
財
務
会
計
上
の
行
為
に
よ
っ
て
県
が
被
っ
た
損
害
の
補
填
を
図
る

た
め�

監
査
及
び
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
り�

本
件
請
求

に
つ
い
て
は�
要
件
審
査
に
お
い
て
法
第

242条
所
定
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
た�

広
島
北
養
護
学
校
長
の
｢第

59回
全
国
高
等
学
校
長
協
会
総
会
・
研
究
協
議
会
｣
出
席
に
係
る
旅
費
の

支
出
を
監
査
の
対
象
と
し
た

。

２
監
査
の
対
象
機
関

法
第

242条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り�

教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
広
島
北
養
護
学
校
を
監
査
の
対
象

機
関
と
し�

平
成

19年
１
月

19日
に
監
査
を
実
施
し
た

。

第
３

監
査
の
結
果

１
監
査
対
象
機
関
の
説
明

�
全
国
高
等
学
校
長
協
会
に
つ
い
て

全
国
高
等
学
校
長
協
会
は�

高
等
学
校�

中
等
教
育
学
校
及
び
高
等
部
を
置
く
盲
・
ろ
う
・
養
護

学
校
の
教
育
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
任
意
団
体
で
あ
る

。

会
員
は
高
等
学
校�

中
等
教
育
学
校
及
び
高
等
部
を
置
く
盲
・
ろ
う
・
養
護
学
校
の
校
長
若
し
く

は
校
長
事
務
取
扱
者
等
で
あ
り�

広
島
県
で
は
す
べ
て
の
県
立
学
校
長
が
加
入
し
て
い
る

。

ま
た�

全
国
高
等
学
校
長
協
会
に
は�

15の
部
会�

10の
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
お
り�

部
会
の

中
に
｢特
殊
教
育
を
主
と
す
る
部
会
｣
が
あ
る

。

�
第

59回
全
国
高
等
学
校
長
協
会
総
会
・
研
究
協
議
会
に
つ
い
て

第
59回

全
国
高
等
学
校
長
協
会
総
会
・
研
究
協
議
会
は
次
の
と
お
り
開
催
さ
れ
た

。

ア
開
催
日
時

・
第
１
日
目

平
成

18年
５
月

24日
(水
)

12:30

〜16:30

・
第
２
日
目

平
成

18年
５
月

25日
(木
)

9:30

〜11:40

イ
開
催
場
所

東
京
都
府
中
市
浅
間
町
１
－
２

府
中
の
森
芸
術
劇
場

ウ
内

容

�
第
一
日
目

12:30

〜13:15
総
会

13:15

〜13:35
祝
辞

文
部
科
学
大
臣
(代
読
)

都
道
府
県
教
育
長
協
議
会
会
長

13:45

〜14:45
講
話

文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長

15:00

〜16:30
講
演

演
題
｢わ
が
国
の
教
育
を
考
え
る
｣

講
師

独
立
行
政
法
人

大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構

�
第
二
日
目

9:30

〜11:30
研
究
協
議
会

各
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
等
に
よ
る
事
例
発
表

11:35

〜11:40
閉
会
挨
拶

全
国
高
等
学
校
長
協
会
会
長

�
旅
行
の
必
要
性
に
つ
い
て

教
育
改
革
が
急
速
に
進
め
ら
れ
て
い
る
今
日�

積
極
的
に
全
国
状
況
を
把
握
し�

学
校
の
教
育
活

動
に
活
か
し
て
い
く
こ
と
は�

学
校
経
営
を
改
善
さ
せ
て
い
く
う
え
で
重
要
で
あ
る

。

｢第
59回

全
国
高
等
学
校
長
協
会
総
会
・
研
究
協
議
会
｣
は�

国
の
教
育
改
革
の
動
向
や
全
国
の

特
色
あ
る
取
組
み
を
幅
広
く
学
ぶ
機
会
で
あ
り�

極
め
て
有
意
義
で
あ
る

。こ
の
会
議
の
事
例
発
表

で
報
告
さ
れ
た�

｢授
業
評
価
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
を
通
じ
て
の
授
業
改
善
の
取
組
み
｣
は�

広
島

北
養
護
学
校
の
教
科
指
導
力
の
向
上
に
有
効
と
考
え�

具
体
的
に
取
り
組
む
予
定
で
あ
り�

｢環
境

防
災
科
｣
の
報
告
は�

広
島
北
養
護
学
校
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
取
組
み
や
地
域
と
の
連
携
な
ど

の
中
で�

具
体
的
な
取
組
み
を
す
る
上
で
参
考
と
し
た

。

ま
た�

｢平
成

18年
度
全
国
特
殊
学
校
長
研
究
大
会
｣
は
全
国
高
等
学
校
長
協
会
総
会
・
研
究
協

議
会
と
は
異
な
り�

特
別
支
援
教
育
の
充
実
に
向
け�

専
門
性
を
高
め
て
い
く
の
に
有
効
な
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
開
催
や�

実
践
発
表�

研
究
協
議
等
が
行
わ
れ
て
お
り�

盲
・
ろ
う
・
養
護
学
校
の
教
育

内
容
の
改
善
に
向
け�

欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
研
究
大
会
で
あ
る

。

そ
れ
ぞ
れ
に
意
義
の
あ
る
大
会
で
あ
り�

学
校
運
営
状
況
や
旅
費
予
算
を
勘
案
し�

今
回
は
両
大

会
と
も
に
広
島
北
養
護
学
校
の
教
育
活
動
を
進
め
て
い
く
う
え
で
参
考
に
な
る
と
判
断
し�

参
加
し

た

。

�
旅
行
命
令
に
つ
い
て

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
(昭
和

28年
広
島
県
条
例
第

23号

。以
下
｢条
例
｣
と
い
う

。)
第

４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り�

旅
行
は�

任
命
権
者
若
し
く
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
又
は
旅
行
依

頼
を
行
う
者
(以
下
｢旅
行
命
令
権
者
｣
と
い
う

。)
の
発
す
る
旅
行
命
令
等
に
よ
っ
て
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

。県
立
学
校
の
職
員
へ
旅
行
命
令
を
行
う
権
限
は�

県
立
学
校
長
に
対
す
る
事
務
委

任
規
程
(昭
和

38年
広
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
２
号

。以
下
｢事
務
委
任
規
程
｣
と
い
う

。)

第
１
条
第
５
号
の
規
定
に
よ
り�

県
立
学
校
の
校
長
に
委
任
さ
れ
て
い
る

。
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当
該
旅
行
に
係
る
旅
行
命
令
は�

条
例
等
に
基
づ
い
て�

広
島
北
養
護
学
校
長
が
決
裁
し
た

。

な
お�

旅
行
期
間
は
平
成

18年
５
月

24日
か
ら

25日
の
１
泊
２
日
と
し
て
い
る
が�

｢第
59回

全

国
高
等
学
校
長
協
会
総
会
・
研
究
協
議
会
｣
の
日
程
に
照
ら
し
て�

妥
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る

。

�
旅
行
の
報
告
に
つ
い
て

旅
行
の
復
命
は�

総
会
・
研
究
協
議
会
資
料
を
添
付
し
た
復
命
書
に
よ
り
平
成

18年
５
月

26日
に

行
っ
た

。ま
た�

校
長�

教
頭�

事
務
長
及
び
部
主
事
で
構
成
す
る
管
理
職
会
議
並
び
に
管
理
職
及

び
主
任
で
構
成
す
る
校
務
運
営
会
議
に
お
い
て
復
命
内
容
の
口
頭
説
明
を
行
っ
た

。さ
ら
に
資
料
に

つ
い
て
は
管
理
職
・
主
任
全
員
に
回
覧
を
行
い�
各
人
の
研
究
資
料
と
し
て
共
有
す
る
こ
と
と
し
た

。

�
旅
費
の
支
出
に
つ
い
て

旅
費
は
所
定
の
手
続
を
経
て�

平
成

18年
10月

５
日
に

52

,

224円
支
出
し
た

。内
訳
は�

次
の

と
お
り
で
あ
る

。

２
事
実
関
係
等
の
確
認

請
求
人
か
ら
提
出
さ
れ
た
証
拠
資
料
及
び
監
査
対
象
機
関
か
ら
提
出
さ
れ
た
監
査
資
料
に
よ
り
確
認

し
た
事
実
関
係
等
は�

次
の
と
お
り
で
あ
る

。

�
全
国
高
等
学
校
長
協
会
に
つ
い
て

全
国
高
等
学
校
長
協
会
は�

全
国
高
等
学
校
長
協
会
規
約
第
２
条
で
そ
の
目
的
を
｢高
等
学
校�

中
等
教
育
学
校
及
び
高
等
部
を
置
く
盲
・
ろ
う
・
養
護
学
校
の
教
育
の
振
興
を
図
る
こ
と
｣
と
し
て

い
る

。ま
た�

同
規
約
第
４
条
で�

高
等
学
校�

中
等
教
育
学
校
及
び
高
等
部
を
置
く
盲
・
ろ
う
・

養
護
学
校
の
校
長
若
し
く
は
校
長
事
務
取
扱
者
を
正
会
員
と
し
て
い
る

。

広
島
県
の
県
立
学
校
長
は
す
べ
て
同
協
会
の
会
員
で
あ
り�

広
島
北
養
護
学
校
長
も
会
員
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た

。

�
旅
行
に
つ
い
て

ア
｢第

59回
全
国
高
等
学
校
長
協
会
総
会
・
研
究
協
議
会
｣
の
内
容

｢第
59回

全
国
高
等
学
校
長
協
会
総
会
・
研
究
協
議
会
｣
の
内
容
は�

国
の
教
育
改
革
の
動
向

や
学
校
運
営
に
係
る
全
国
の
特
色
あ
る
取
組
み
の
事
例
発
表
で
あ
り�

学
校
運
営
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た

。

イ
旅
行
命
令
手
続

本
件
旅
行
に
つ
い
て�

旅
行
命
令
簿
を
精
査
し
た
と
こ
ろ�

条
例
等
諸
規
程
に
基
づ
い
て�

旅

行
命
令
手
続
き
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た

。

ウ
旅
行
の
実
施

全
国
高
等
学
校
長
会
発
行
の
参
加
証
明
書
及
び
都
内
宿
泊
施
設
の
宿
泊
証
明
書
に
よ
り�

旅
行

の
実
施
を
確
認
し
た

。

エ
旅
費
の
支
出
手
続

本
件
旅
行
に
係
る
旅
費
の
支
出
に
つ
い
て�

旅
行
命
令
簿�

復
命
書�

支
出
負
担
行
為
整
理
書

兼
支
出
調
書
(旅
費
)及
び
債
権
者
内
訳
書
兼
旅
費
支
出
明
細
書
を
精
査
し
た
と
こ
ろ�

広
島
県
会

計
規
則
等
に
基
づ
い
て
支
出
手
続
き
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た

。旅
費
は
次
の
と
お
り

支
払
わ
れ
て
い
る

。

旅
行
確
認
日

平
成

18年
５
月

27日

確
認
方
法

復
命
書

支
出
決
定
日

平
成

18年
10月

２
日

支
払
年
月
日

平
成

18年
10月

５
日

支
出

額
52,224円

平
成

18年
10月

５
日
に
支
給
さ
れ
た
旅
費
５
２�
２

24円
は�
旅
費
条
例
の
該
当
の
各
条
項
に

照
ら
し
て�

適
正
な
金
額
で
あ
っ
た

。

３
判
断

以
上
の
よ
う
な
事
実
関
係
等
の
確
認
な
ど
に
基
づ
き�
本
件
請
求
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
判
断
す
る

。

�
旅
行
命
令
の
公
務
性
に
つ
い
て

条
例
第
４
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り�

旅
行
は�

旅
行
命
令
権
者
の
発
す
る
旅
行
命
令
等
に
よ
っ

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。県
立
学
校
の
職
員
へ
旅
行
命
令
を
行
う
権
限
は�

事
務
委
任
規
程
第

１
条
第
５
号
の
規
定
に
よ
り�

県
立
学
校
の
校
長
に
委
任
さ
れ
て
い
る

。

旅
行
命
令
権
者
で
あ
る
学
校
長
が
旅
行
命
令
を
発
す
る
際
に
は�
当
該
旅
行
の
職
務
と
の
関
連
性�

校
務
運
営
状
況
等
を
考
慮
し
て
判
断
す
る
必
要
が
あ
る

。

広
島
北
養
護
学
校
長
の
｢第

59回
全
国
高
等
学
校
長
協
会
総
会
・
研
究
協
議
会
｣
へ
の
出
席
は�

国
の
教
育
改
革
の
動
向
や
全
国
の
特
色
あ
る
取
組
み
を
幅
広
く
学
び�

広
島
北
養
護
学
校
の
教
育
活

動
に
活
か
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り�

広
島
北
養
護
学
校
長
の
職
務
と
関
連
が
あ
る
も
の

と
認
め
ら
れ�

ま
た�

旅
行
命
令
権
者
で
あ
る
当
該
校
長
が
学
校
行
事
等
校
務
運
営
状
況
を
考
慮
し

て
発
し
た
も
の
で
あ
り�

校
長
と
し
て
許
容
さ
れ
る
裁
量
の
範
囲
内
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る

。

�
旅
費
の
支
出
に
つ
い
て

当
該
出
張
に
つ
い
て�

旅
行
命
令
及
び
旅
費
の
支
出
に
関
す
る
手
続
は�

関
連
諸
規
程
に
則
り
適

正
に
行
わ
れ�

そ
の
額
も
適
正
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る

。
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支出内訳

支
出
額

宿
泊
料

日
当

車
賃

鉄
道
賃

11,800円

2,600円

684円

37,140円

52,224円

(号外)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

以
上
の
こ
と
か
ら�

広
島
北
養
護
学
校
長
の
｢第

59回
全
国
高
等
学
校
長
協
会
総
会
・
研
究
協
議

会
｣
出
席
に
係
る
旅
行
命
令
は�

違
法
・
不
当
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
ず�

こ
れ
に
基
づ
く
支
出
も

違
法
・
不
当
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い

。よ
っ
て
本
請
求
は�

理
由
が
な
い
の
で
棄
却
す
る

。
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